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    令和５年度 

玉野市職員採用試験受験案内 

〔事務職（育児休業代替任期付職員）〕 

 

玉野市では、より良い人材を採用するため『人物重視』の採用試験を行います。 

玉野市が求める職員像 

『思いを持って、自ら考え行動する職員』 

○ 問題解決、目標達成に向けて行動できる人 

○ 知識・技術の習得に向けて常に努力できる人 

○ コミュニケーションを円滑に図ることができる人 

 

 

  

第 1 次試験 令和５年９月 24 日（日） 

受 付 期 間 令和５年８月 21 日（月）～９月 11 日（月） 
 

※試験実施に関して緊急にお知らせする事項がある場合、玉野市職員採用ホー

ムページやＳＮＳに掲載する予定ですので、必ず事前に確認をお願いしま

す。 

○育児休業代替任期付職員は、育児休業を取得する職員の代替として勤務する、任期があ

る職員です。 

○採用試験合格者は、「育児休業代替任期付職員採用候補者名簿」に令和９年３月 31日ま

で登録されます。 

○採用日は令和５年 11月以降の予定です。 

○任期は、概ね 1年以上 3年未満で、職員の育児休業請求期間に応じて設定されます。 

○育児休業代替任期付職員は、任期が定められていること以外、勤務条件は原則として、

一般の職員と同様の扱いとなります。て一般の職員と同様の扱 
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１ 職種及び採用予定人員 

職種 採用予定人員 職務の内容 

事務職 

（育児休業代替任期付職員） 
２名程度 一般行政事務 

２ 受験資格 

職種 年齢要件 学歴・資格要件 

事務職 

（育児休業代替任期付職員） 
なし 

高等学校卒業又は同等以上の

資格があると認められる人 

（注）次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する人 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・ 玉野市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ

に加入した人 

② 日本の国籍を有しない人 

  ③ 平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外） 

３ 玉野市職員採用ホームページ 

 電子申請の手続きや、合格発表等、採用試験の情報を掲載しています。 

災害発生等により公共交通機関の運行に支障が出た場合や、試験実施に関して緊急にお知ら

せする事項がある場合には、玉野市職員採用ホームページやＳＮＳでお知らせします。 

４ 試験の内容 

 科目 内  容 

第 1次 

試 験 

事務能力検査 
言語能力、計算能力、記憶能力等 

（択一式、40分） 

個別面接 人柄等についての面接 

第 2次 

試 験 

適性検査※ 

(Web方式) 
人物、職務適性、対人関係能力等について 

個別面接 人柄等についての面接 

※ 適正検査は、一定の期間中に、自宅や学校等のパソコンで受検いただきます。適性検査受検の URLは、第１次

試験合格者に電子メールでお送りする予定です。なお、パソコンがない等の理由で受検が難しい場合は、玉野市

役所にて受検することも可能ですので、お問い合わせください。 
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５ 受験手続 

原則、電子申請による申込みのみ受け付けます。 

申込み方法 

玉野市職員採用情報のホームページより手続きをお願いします。

手続きの詳細については、ホームページをご覧ください。 

https://www.city.tamano.lg.jp/site/saiyo/ 

受 付 期 間 

令和５年８月 21日（月）～令和５年９月 11日（月）の期間に申

請可能です。令和５年９月 11日（月）23:59までに申請を完了し

てください。 

受験票の作成 

入力されたメールアドレスあてに、令和５年９月 19日（火）まで

に受験票に関する電子メールを送信します。受験申込者は、受験票

をＡ４用紙に印刷し、受験番号等を記入して試験当日に持参して

ください。なお、電子メールが期日までに届かない場合は、必ず事

務局へ連絡してください。 

 （注意事項） 

 ・ ご自宅にインターネット環境がない方は、学校等のインターネット環境をご利用ください。 

 ・ プリンターをお持ちでない方は、コンビニエンスストアのプリントサービス等をご利用くだ

さい。 

 ・ その他、特別な事情で電子申請による申込ができない方は、令和５年９月１日（金）までに

事務局までご連絡ください。 

６ 第１次試験の日程 

① 実 施 日  令和５年９月 24日（日） 

② 試験会場  玉野市役所 3階大会議室（玉野市宇野 1丁目 27番 1号） 

■JR宇野駅から徒歩約 10分。 

■自家用車でお越しの場合は、市役所の駐車場をご利用ください。 

③ 受付時間・試験時間  受験票に記載の時間 

 受付時間および試験時間は採用試験委員会で決定し、受験票に記載します。 

７ 第１次試験当日の注意事項 

（１）受験票、筆記用具（HB の鉛筆またはシャープペンシル、ボールペン、消しゴム）を持参

してください。 

（２）試験会場は禁煙です。ゴミは全て持ち帰ってください。 

（３）車椅子等で受験される方は、事前に事務局へご連絡ください。 

８ 第１次試験合格発表 

 令和５年９月 27 日（水）に、市役所掲示板に合格者の受験番号を掲示します。同じものを

玉野市職員採用ホームページにも掲載します。受験者には、合否にかかわらず全員に郵便で通

知します。電話等による問い合わせにはお答えできません。 

９ 第２次試験の日程 

   適性検査については、令和５年９月 27日（水）午後から令和５年 10月３日（火）の期間中

にご自宅等のインターネット環境のある場所で受検していただきます。詳細は第 1次試験受検

時にご案内します。 

 また、個別面接を令和５年 10月６日（金）に行います。詳しい日程や内容は、合格通知に同

封します。最終合格発表は令和５年 10月 11（水）の予定です。 
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10 試験結果の開示 

 試験の点数や順位は、第 2次試験合格発表後に不合格者にのみ開示します。電話等によるお

問い合わせにはお答えできません。請求期限は、第 2次試験の合格発表から 1か月以内です。 

 請求方法および開示内容は、玉野市職員採用ホームページをご覧ください。 

11 合格から採用まで 

（１）最終合格者は、育児休業代替任期付職員採用候補者名簿に登録され、育児休業を取得する

職員の代替として任期付職員の採用が必要となった場合に、成績順に採用します。なお、こ

の名簿の有効期間は、登録の日から令和９年３月 31日までです。 

（２）採用日は令和５年 11月以降の予定です。 

（３）職員の育児休業の取得状況によっては、必ずしも登録後すぐに採用されるとは限りません。

また、登録されても、名簿の有効期間内に採用されない場合があります。 

（４）任用期間は、概ね１年以上３年未満ですが、各職員の育児休業請求期間に応じて、採用時

に決定され、場合によっては、１年未満となることがあります。 

（５）職員の育児休業期間に変更があった場合には、任用期間の更新又は勤務場所の変更を行う

場合があります。 

（６）一度採用されて任期を満了した場合も、名簿の有効期間内であれば再度採用されることが

あります。 

（７）受験資格がないこと、受験申込書の記入事項等に虚偽があったこと、又は試験において不

正の行為をしたことが判明した場合は、合格を取り消す場合があります。 

12 勤務条件・福利厚生 

■初任給・手当 

（１）初任給  

大学卒  185,200円 

短大卒  164,100円 

高校卒  154,600円 

今後の給与改定によって、金額が増減することがあります。 

職歴等を有する人は、条件により給料月額が加算される場合があります。 

2回目以降の採用の場合は、その都度初任給を決定します。 

（２）手当 

   扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が、条件によって支給されます。 

■勤務時間・休暇など 

勤 務 時 間 週 38時間 45分勤務 

（8:30～17:15うち休憩 1時間 ただし、配属先により異なる） 

休 日 土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）（ただし、配属先により異なる） 

休 暇 年次有給休暇 20日、夏季休暇 5日、各種特別休暇 

そ の 他 育児休業および育児短時間勤務制度を利用することはできません。 

また、上位の職位への昇任はありませんが、昇給はあります。 
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■福利厚生 

 （１）健康維持・管理   

   定期的な健康診断の実施と人間ドック受診の際の助成を行っています。 

 （２）年金・健康保険など 

   岡山県市町村職員共済組合への加入により、年金・健康保険などの制度が充実しています。

また、職員互助会で各種給付事業や保険の団体扱いなどを行っています。 

13 人事制度 

人事評価制度 

 人材育成を目的に「能力評価」、「業績評価」を行います。その結果は、給料および勤勉手

当に反映されます。 

「能力評価」は、それぞれの役職で業務を遂行する上で必要な能力、責任感や挑戦、改善

する意識など、業務に対する姿勢を評価します。 

「業績評価」は、自ら目標を設定し、その目標達成に向けて取り組んだ成果について評価

します。 

14 働きやすい職場環境づくり 

 玉野市では、以下のような職場づくりを推進しています。 

職員一人ひとりがチームワークを重視し、連携協力して業務遂行できる職場づくり 

職員のやる気を高め、その能力を発揮できるような職場づくり 

ワーク・ライフ・バランスにも配慮した、明るく風通しの良い職場づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み、問合せ先 

玉野市職員採用試験委員会 

（事務局 玉野市総務部人事課） 

〒706-8510 玉野市宇野 1丁目 27番 1号 

電話：0863-32-5515 

電子メール：jinji@city.tamano.lg.jp 

※ 電話の受付時間 8:30～17:15（土曜日、日曜日、祝日を除く） 


